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一
宇
喝
碓
写
一
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と
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Ｐ
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内
閣
人
第
九
二
号

麻
生
国
務
大
臣

谷
垣
国
務
大
臣

川 野
沢
国
務
大
臣

河 内
閣
総
理
大

検
事
総
長
に
任
命
す
る

村 口
国
務
大
臣

縄
謬
虻’国

務
大
臣

（
差
庵
）

峰泌0睦隆
起案

や
ノ
ー’
一
，
一

成
一
一
ハ石

原
国
務
大
臣

小

年

池 口
国
務
大

擬
”
鰯
雲
官
霧
繍

内
閣
官
房
長
官

急

上
澤

内
閣
官
房
副
長
官

|’六
月
一
四
日

国
務
大
臣

国
務
大
臣

国
務
大
臣 ｜

決
定
一
平
成

一
上
奏
一
平
成

一
裁
可
一
平
成
平
成

櫟野検
事
長
松
尾

「

菅
ぬ
年
釧
灸
月
一
塁
印

平
成
年
月
日

”

井
上
国
務
大
臣

竹 金

中 子

石
破
国
務
大
臣

小

野 年

国
務
大
臣

国
務
大

国
務
大
臣

月

ll

臘瑠畢
木

国
， 務

， 大
｜ 臣

｜塗

尋

茂木大務国臣

塾

凹凹

鈴 施
行

髄|嚴

年｜年

邦

月 ｜月

弘

日 ｜ 日

内 閣

､入事記録済 11
らり
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１
１

’

’

■
一

（
以
上
六
月
二
十
五
日
付
）

ｌ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

検
事
長
頃
安
健
司

検
事
総
長
原
田
明
夫

検
事
長
に
任
命
す
る
砧
守
由

I

■

検
・
事
上
■
田
廣
－

１

百
回
法
務
事
務
次
官
円
但
而
木
Ⅲ
可
敬
一



濁努省入検第1254号

平成16年6月11日

内閣総理大臣臨時代理

Ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
■
Ｉ

国務大臣細田博之殿

法務大臣野沢太 ＝

下記のとおり人事異動を実施したいので， 閣議の上，発令方願います。

なお，本件は，検事総長原田明夫の退官に伴い，その後任に東京高等検察庁

検事長松尾邦弘を，その後任に法務事務次官但木敬一を， また，大阪高等検察

庁検事長頃安健司の退官に伴い，その後任に福岡高等検察庁検事長書上由紀夫

を，その後任に広島高等検察庁検事長坂井一郎を，その後任に高松高等検察庁

検事長齊田國太郎を；その後任に東京地方検察庁検事正上田廣一をそれぞれ充

てようとするものであります。

記

東京高等検察庁検事長 検事長 松尾邦弘

検事総長に任命する

法務事務次官 但木敬一

検事長に任命する

東京地方検察庁検事正 検 事 上田廣一

検事長に任命する

検事総長 原田明夫

願により本官を免ずる

大阪高等検察庁検事長 検事長 頃安健司

願により本官を免ずる

’

｜
’

I

I

I

(平成16年6月25日付け）

|法務省’
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本現
住
所

出
生
地年 籍

rl

t

噌｜異｡ 〃し ｜閻
二'三'三'二|＝

里| 〃 '四'8〃

一
月
一
日
一

四’三’九四〃

二

五 引孟'五'四|－
一
一
一
狸九七

事
務
取
扱
の
期
間
は
昭
和
四
七
年
一
月
二
六
日
ま
で
と
す
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

釧
路
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

千
葉
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

事

出
生
年
月
日

佃
氏
名

氏
項

名

ま
つ
お
く
に
ひ
ろ

松
尾
邦
弘

昭
和
一
七
年
九
月
一
三
日

－

司
法
試
験
管
理
委
員
会

東
京
高
等
検
察
庁
一

法 最I I法 最
庁

青
向 尚

』
務｜ 〃〃 ｜検｜ 〃 ｜務｜ 〃 裁

判
所|鴬||省II ’ ’劃|省｜ ’
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国
務 省

尋工 ■ で■■ず一陛垂 ■ｰ罰凸守e÷■
正一＝

’
一

’
昭
和
四
七

｜

’ 年
四
八

四
九五

○
一
五

五
一

五
ﾉノ〃〃一

一
一

〃〃〃

タロ』且ｒ弓戸

Ｆ

Ｌ

咀

・

・

日

Ⅱ

凸

手

‘

。

１“
面
ｍ
■
羽
Ｌ
■
且
ユ
・
寺
印

一一

四

二

二

五’三’三七八一
一
一

〃

－－円一

一

一
一
一
一
一

匡
叱
」
東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

二
○
一
東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

二
○
一
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

《
一
一
一|両

一
一
一
一

前
橋
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

事
務
取
扱
の
期
間
は
昭
和
四
七
年
四
月
二
一
日
ま
で
と
す
る

一
前
橋
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

事

前
橋
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

出
張
期
間
は
昭
和
五
○
年
九
月
一
○
日
か
ら
昭
和
五
一
年
一
月
二
七
日
ま
で
と
す

る東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

』

項〕

一

松

｜
東
京
高
等
検
察
庁
一

尾東
京
高
等
検
察
庁

法
務
省

東
京
高
等
検
察
庁

東
京
高
等
検
察
庁

法 庁法

’

邦
務

〃〃

務 〃〃〃

’
‐

弘’
Ｉ
ｌ

ト

ヨ

ｈ

略

名
省省

七
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務
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五
八六

○
五
九 〃〃〃〃〃〃

→

九
一
一
一

一
●
一七八’七’一 〃

三
一
一
一

一
』
↑

〃〃

一』一一一一二一

一

二

四一|毛
一
一
一
ハ

一

五
日

－－全

五’一’一 〃〃〃

』一一一一

‐

一
法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
査
察
課
）
に
併
任
す
る

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
に
併
任
す
る

大
蔵
亭
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
査
察
課
）
の
併
任
を
解
除
す
る

外
務
事
務
官
（
大
臣
官
房
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

外
務
事
務
官
（
在
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
日
本
国
大
使
館
）
に
転
任
さ
せ
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

外
務
省
に
出
向
さ
せ
る

参
事
官
を
命
ず
る

帰
朝
を
命
ず
る

法
務
省
に
出
向
さ
せ
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
転
任
さ
せ
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る

’
I

事

’

項

一
松
尾
邦序’

1－~~一~－~一 ‐･ー~~ー‐

｜法
｜ 〃 〃

■■

外｜国

国
税
庁

法

外
務
省

務｜税務 〃〃〃ノj
JF

朗省｜庁省
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■

一
一 〃

平
成
元 〃

一
ハ
ー
ニ

一
ハ
ー
ー 〃

一
ハ

一 一毛

昭
和
六
○

年

＝ 〃 九
｛
ハ 四 一三 〃 九

一
一
一

月

四

一三

○ 四
一
ハ

一
一

○

▲

○

一一

一
ハ

▲

▲

一

打
日

併
任
の
期
間
は
平
成
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

●
●

平
成
二
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
刑
事
課
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
人
権
擁
護
局
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
国
際
犯
罪
対
策
室
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
大
臣
官
房
参
事
官
に
充
て
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
二
年
三
月
一
七
日
か
ら
同
月
二
六
日
ま
で
と
す
る

中
華
人
民
共
和
国
へ
出
張
を
命
ず
る

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

か
ね
て
法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
人
権
擁
護
局
付
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
刑
事
局
総
務
課
国
際
犯
罪
対
策
室
長
に
充
て
る

大
蔵
事
務
官
（
国
税
庁
調
査
査
察
部
）
に
併
任
す
る

事
項

〃 〃 〃 〃

法
務
省

法
務
省

国
税
庁

法
務
省

国
税
庁

庁
名

松
尾
邦
弘



1
1

◆、､

松
．
尾
邦
弘

法 務 省

〃 四 〃 〃 〃 〃 宝 〃

平
成
二
年

〃 四 九 〃 五 〃 四

一

○ 五

’

'二

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
の
補
助
機
関
た
る
刑
事
裁
判
管
轄
権
分
科
委

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

〃

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

任
期
は
平
成
四
年
六
月
三
○
日
ま
で
と
す
る

〃

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

法
務
省
人
事
管
理
官
を
命
ず
る

一
一
一

法
務
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る

二

○

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
務
省

一
一
一

△

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所

併
任
の
期
間
は
平
成
三
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

法
務
省

一

五

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

員
会
日
本
代
表
を
委
嘱
す
る

外
務
省

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
の
補
助
機
関
た
る
刑
事
裁
判
管
轄
権
分
科
委

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

〃

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

四

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
長
に
充
て
る

〃

ご之

禰

副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
に
併
任
す
る

■

〃

一
一

平
成
二
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省

日

事
項

庁
名

5丁
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〃
一
ハ 〃 五 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

平
成
四

年

〃 － ▲
一
ハ

■■L

七 〃
一
ハ 〃 〃 五 〃 四

月

四
‐

。
一 四

二

一

一
一

ｰ

一

二

八

一

四
二

‐

五

全

○
日

平
成
六
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

､

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
五
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
五
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
五
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

併
任
の
期
間
は
平
成
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
四
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
四
年
二
一
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

昏
一
■

副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
五
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

員
会
日
本
代
表
の
委
嘱
を
解
く

事

項

〃 〃 〃 〃 〃

法
務
省

〃

最
高
裁
判
所

〃

法
務
省

法
務
省

外
務
省

P

庁

名

松

尾
邦
弘
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〃

●

〃 〃
二 一

《
ハ 五

一一 阜

一

○ 七
一
ハ

月

一

一
一

－一

一

○ 四 . ＝
▲

一一

四 四
▲

ｏ
一 一 ▲

日

平
成
八
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
人
事
管
理
官
を
免
ず
る

松
山
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
八
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
八
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
七
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

●

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
七
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
七
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

法
務
大
臣
官
房
人
事
課
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

任
期
は
平
成
八
年
六
月
三
○
日
ま
で
と
す
る

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
命
ず
る

併
任
の
期
間
は
平
成
六
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
六
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

事

項

｜

｜
’

〃 〃 〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃．

法
務
省

庁
名

松
尾
邦
弘
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1

法 務 省

〃

ﾛ

〃 〃 〃 〃

八

○ 九 〃

◆

〃 〃 〃

平
成
八
年

七
一
ハ 〃 五 〃 四 _ユ 〃

▲

一
一 〃 一二 一 一▲

月

二

一
一
一
一
一

己

九

空

八

三

四
一
一
一

一

四

一

七 三 五
今

一
一
一

_ _ 一一
日

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
長
に
充
て
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

〃

出
張
期
間
は
平
成
一
○
年
五
月
四
日
か
ら
同
月
八
日
ま
で
と
す
る

〃

中
華
人
民
共
和
国
へ
出
張
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
併
任
す
る

〃

東
京
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

法
務
省

●

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

最
高
裁

判
所

公
証
人
審
査
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

〃

法
務
省
共
済
組
合
運
営
審
議
会
委
員
を
免
ず
る

法
務
省

事

項

庁

名

8丁
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松
邦
弘

〃
一

一

一 〃

ユ

一二

一
一 一 〃

一
一
九 〃 〃 八 七

月

全

一
ハ

→

△

二

八

ニ

L

四

一
一
一
一

－ へ

九

一宅
▲

二

七 五

畠三

八

■

_ 竺竺 一一▲

八

全

一
一
ハ

▲

塁三

一
一

凸 . _▲ 日

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

国
会
等
移
転
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

ロ

･P

中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
幹
事
に
任
命
す
る

司
法
試
験
管
理
委
員
会
委
員
長
に
併
任
す
る

倫
理
監
督
官
を
命
ず
る

法
務
事
務
次
官
に
任
命
す
る

自
然
環
境
保
全
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

第
一
四
五
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
四
四
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
平
成
一
○
年
二
月
二
日
か
ら
同
月
一
三
日
ま
で
と
す
る

大
韓
民
国
へ
出
張
を
命
ず
る

青
少
年
問
題
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

動
物
保
護
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

第
一
四
三
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

事

項
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10丁

〃 〃

一

一
一
一

〃 〃

平
成
一
二

年

＝ 〃
＝ 、 〃

一
一 一
一
月

▲

二
一
ハ 五

己ﾐ

ｰﾄ了 ユ

己

▲

詞 日

独
立
行
政
法
人
北
海
道
開
発
土
木
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
港
湾
技
術
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

■
■

独
立
行
政
法
人
海
上
技
術
安
全
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る６

●

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

守令

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
を
免
ず
る

し
た
平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
副
検
事
選
考
審
査
会
委
員
の
併
任
は
終
了

●

④

終
了
し
た

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
委
員
の
併
任
は

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
法
制
審
議
会
委
員
の
併
任
は
終
了
し
た

消
費
者
保
護
会
議
幹
事
を
免
ず
る

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

消
費
者
保
護
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

高
齢
社
会
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

事

項

〃 〃 〃 〃 〃

イ

イ

内
閣
庁
名

松

尾

邦
弘
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1

九 八 〃
一
ハ 五 ーa 〃 〃

ユ 〃
一
ハ 五 四

月

一 _ ﾆ ｰ ･▲

一ﾏ ー

七

I■■

四

一

○ 八 〃 〃

▲＆

八

一
一
一
一

二 ･ ユ 九 →
日

最
高
検
察
庁
公
判
部
長
事
務
取
扱
を
免
ず
る

最
高
検
察
庁
刑
事
部
長
事
務
取
扱
を
免
ず
る

最
高
検
察
庁
公
判
部
長
事
務
取
扱
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
刑
事
部
長
事
務
取
扱
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
一
般
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

法
制
審
議
会
委
員
に
併
任
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
選
考
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

倫
理
監
督
官
を
免
ず
る

次
長
検
事
に
任
命
す
る

中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
幹
事
を
免
ず
る

公
害
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

高
齢
社
会
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

消
費
者
保
護
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
航
空
大
学
校
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
海
員
学
校
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
海
技
大
学
校
設
立
委
員
に
任
命
す
る

事

項

〃 〃

最
高
検
察
庁

〃

最
高
裁
判
所

法
務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省

〃

内

閣
一

環
境
省

〃

内
閣

国
土
交
通
省 ﾄ

庁

名
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松
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1

〃 〃 〃

平
成
一
五

年

〃

▲

○ 〃 九
月

一一

一

○
▲ 〃

一

ユ

九
日

法
制
審
議
会
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

最
高
裁
判
所
一
般
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
補
す
る

検
事
長
に
任
命
す
る
事

項

法
務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省

内
閣
庁
名
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申
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三

○七
一
一
司
陸
修
習
生
の
修
習
終
了

八
一
検
事
二
級
（
東
京
地
方
検

二
七
一
広
島
地
方
検
察
庁
検
事
に

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検

広
島
地
方
検
察
庁
検
事
に

一
一
一
一

二

五
日

一

一

？
▼
。

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

配
置
換
す
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

た
だ
し
期
間
は
昭
和
四
六
年
一
二
月
二
日
ま
で
と
す
る

浦
和
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

事

氏出
生
年
月
日
一

旧
氏
名

項

名

但農
ハー昭

和
一
八
年
七
月
一
日

｜

I

■
Ｉ
ｒ
Ｒ
Ｊ
副
・

木き
一

庁

一－

司
法
試
験
管
理
委
員
会

最

法
務
省

最
高
検
察
庁

吉
可

一
Ｔ
Ｊ

け
敬ぃ裁

判
所
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い
ち

一

名

吟



■
い

‐

Ｈ

日

凸

2丁I 法 務 省
一エーマd画 ppb "｡b =~一己｡｡…

元U＝ 牌■●●W戸坤 7哲■画け■『

Ⅵ
年
一
‐
月
一
日
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昭
和
五
一
一
六

五
四
五
二
、
一
七
一
一

五
五
一
一
一
二
一

〃 〃〃〃ノノ
rO

五’四’三八
一
一
五
一
法
務
大
臣
官
房
人
事
課
付
に
充
て
る

五
一

一

〃

一

一
一
一
ハ

一

五 七
一
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

四1九

出
張
期
間
は
昭
和
五
一
年
六
月
二
三
日
か
ら
同
五
二
年
六
月
二
二
日
ま
で
と
す
る

長
野
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
大
臣
官
房
人
事
課
付
）
に
併
任
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
五
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
大
臣
官
房
人
事
課
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
五
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

！

事

項

１
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こ
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眼
翻
坦
艮
暉
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１
珂
候
司
咄
Ⅲ
凶
一
ｕ
和
ロ
Ｅ
０
円
こ
い
虫
田
１
も
弧
酬
哩
靜
■
副
詞
宙
心
渥
叺
宙
甸
上
ｂ
『
伊
逓
冨
卍
脂
恥
い
Ⅱ
ｒ
即
醐
眼
汽
炉
皿
印
申
出
刷
田
諏
廿
‐
此
暉
濁
Ｈ
四
囲
ご
凸
軒
苧
打
祁

3丁
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年
一
月
一
個

昭
和
五
六
一
三
一
二
五

年

月

五
九

六
一
一
四

一
ハ
ー
ー

郡
鼬
乱
珊
鬼
飛
卯
袖
珊
唾
刑
烈
欄
甜
耐
叩
脳
猫
Ⅲ
ｆ
ｆ
１
ｆ
４
卜
那
甜
晒
旦
旧
ｒ
咄
暇
購
１
臘
貯
笹
哨
蝋
叩
附
ｆ
Ｉ
服

〃〃

″
一
二
二
一
一
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

〃〃

一
一
》

守
一
寺

寺
一
一四

一
二
一
法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

』
、
、

』
ノ
ノ四’三 〃

二

六_|毛 一
一
一

事

１
１
‐
１
１
陥

‐
Ｉ
幻
●
，
二
Ｆ
ｒ
■
頓
同
引
１
１
宙

。

口

脚
岨
Ｉ
Ｋ
Ｌ
ト
ド
Ⅱ
ｒ
ｕ
〃
Ｈ
ｄ
ｌ
９
４
日
日
ｕ
ｉ
Ｈ
１
Ⅱ

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

L

E

｜

I
一
弁
護
士
登
録
審
査
会
予
備
委
員
に
委
嘱
す
る

法
務
大
臣
官
房
人
事
課
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
参
事
官
に
充
て
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
一
年
六
月
二
三
日
か
ら
同
年
七
月
一
六
日
ま
で
と
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
一
年
一
二
月
三
日
か
ら
同
月
一
八
日
ま
で
と
す
る

外
務
事
務
官
（
北
米
局
）
に
併
任
す
る

期
間
は
昭
和
六
一
年
一
二
月
一
八
日
ま
で
と
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
司
法
法
制
課
長
に
充
て
る

日
本
弁
護
士
連
合
会
外
国
法
事
務
弁
護
士
懲
戒
委
員
会
委
員
及
び
外
国
法
事
務

項

雨に法法｜外

務務｜務
〃〃〃〃〃

省省｜省
‐



Ⅳn前言ri

｜
’

▲

○ 〃 五 四

全

○ 四 四 九 八
｛
ハ

月

~さ

五

二_二

四

三一ユ
今
一
一

一皇

○
今 皇

、

二

ユ

L

十丁
一
一
一

日

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

（
期
間
は
平
成
二
年
五
月
二
八
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
北
米
局
）
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
平
成
二
年
五
月
二
四
日
か
ら
同
月
二
八
日
ま
で
と
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
平
成
元
年
一
○
月
二
八
日
か
ら
同
年
二
月
五
日
ま
で
と
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

任
期
は
平
成
元
年
四
月
一
日
よ
り
同
三
年
三
月
末
日
ま
で
と
す
る

弁
護
士
登
録
審
査
会
予
備
委
員
に
委
嘱
す
る

日
本
弁
護
士
連
合
会
外
国
法
事
務
弁
護
士
懲
戒
委
員
会
委
員
及
び
外
国
法
事
務

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

（
期
間
は
昭
和
六
二
年
九
月
六
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
北
米
局
）
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
二
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
六
日
ま
で
と
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

任
期
は
昭
和
六
二
年
四
月
一
日
よ
り
同
六
四
年
三
月
末
日
ま
で
と
す
る

事
項

外
務
省

〃 〃

法
務
省

日
本
弁
護
士
連
合
会

法
務
省

外
務
省

法
務
省

最
高
裁
判
所

日
本
弁
護
士
連
合
会

庁

名

但
木
敬
一
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〃 〃 四 〃 〃 〃 〃 〃 言

平
成
二

年

〃 〃 四 九 五 〃 四 四 三

‐

○
月

△

○ 〃
一
一
一

員

○

二
ﾏ ｰ

△

一
一
ハ 四

一

二

○

一

○
日

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

ロ
●

員
会
日
本
代
表
を
委
嘱
す
る

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
の
補
助
機
関
た
る
刑
事
裁
判
管
轄
権
分
科
委

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
長
に
充
て
る

併
任
の
期
間
は
平
成
三
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

平
成
三
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
刑
事
課
長
に
充
て
る

q■

0
■

､

■
■

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
司
法
法
制
課
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

出
張
期
間
は
平
成
三
年
三
月
二
四
日
か
ら
同
月
二
九
日
ま
で
と
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

（
期
間
は
平
成
二
年
一
○
月
三
一
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
北
米
局
）
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
平
成
二
年
一
○
月
二
九
日
か
ら
同
年
二
月
三
日
ま
で
と
す
る

事

項

法
務
省

外
務
省

.〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃

法
務
省

外
務
省

法
務
省

庁

名

｜
但
木
敬
一
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一 凸

○ ~~三 四 ユ

△

二

一
一

〃
一
ハ 〃 〃 四 〃 五

月

一

二

一

○

" △

○
▲

一二

○ 五

一

四 四 〃 〃 五

皇_二

八 壽l
l
l

日

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

●
■

国
民
生
活
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

中
央
防
災
会
議
事
務
局
局
員
に
任
命
す
る

税
制
調
査
会
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

併
任
の
期
間
は
平
成
五
年
二
一
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

公
証
人
審
査
会
予
備
委
員
に
併
任
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

員
会
日
本
代
表
の
委
嘱
を
解
く

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
の
補
助
機
関
た
る
刑
事
裁
判
管
轄
権
分
科
委

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

法
務
大
臣
官
房
秘
書
課
長
に
充
て
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

事

項

内
閣

〃

法
務
省

〃

内

閣

最
高
裁
判
所

〃

法
務
省

外
務
省

法
務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省

庁
名

但
木
敬
一



RTm言｢rnf而
、

’

〃
一
一 〃
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_ ▲

二二 七
一
一 七 四

▲

月

- 峰

○
一
ハ

一
一
一
一

一

一
一

‐ →

九

一

五 七

三

七 一 今 五
△

日

同
会
議
日
本
政
府
代
表
代
理
を
命
ず
る

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
○
条
に
よ
る
合

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
日
本
政
府
代
表
代
理
を
命
ず
る

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

第
一
四
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

税
制
調
査
会
幹
事
を
免
ず
る

法
務
事
務
官
（
法
務
大
臣
官
房
付
（
特
命
調
整
担
当
）
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
大
臣
官
房
長
に
充
て
る

法
務
事
務
官
（
法
務
大
臣
官
房
付
（
特
命
調
整
担
当
）
）
に
併
任
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

国
民
生
活
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

●
や

公
証
人
審
査
会
予
備
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

大
分
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

公
証
人
審
査
会
予
備
委
員
に
併
任
す
る

法
務
大
臣
官
房
秘
書
課
長
に
充
て
る

事

項

内

閣

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃

内
閣

〃

法
務
省

内
閣

〃 〃 〃

法
務
省

庁
名

｜
但
木
敬
一
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I

四
一
一
一

一
一 〃

二

二入 〃 一
一
一
一

一
一 〃 九 全

一
一
八
月

▲ ﾏ ▲

一

一

○

一
一
一
一

一

八 一一一 △ 一
一
ハ 五

え

○
一
ハ

全

巳

七
▲

一
一

一

二二

-十丁

且

①

豆
日

高
齢
社
会
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

公
害
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

司
法
試
験
管
理
委
員
会
委
員
長
に
併
任
す
る

倫
理
監
督
官
を
命
ず
る

法
務
事
務
次
官
に
任
命
す
る

公
益
法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
幹
事
に
指
名
す
る

課
長
依
命
通
知
に
よ
り
法
務
大
臣
官
房
は
法
務
省
大
臣
官
房
と
な
っ
た

平
成
一
二
年
二
月
一
五
日
付
け
法
務
省
秘
企
第
九
一
九
号
法
務
大
臣
官
房
秘
書

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
は
終
了
し
た

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

対
外
経
済
協
力
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

事
務
代
理
の
期
間
は
平
成
二
年
九
月
四
日
ま
で
と
す
る

法
務
事
務
次
官
原
田
明
夫
外
国
出
張
に
つ
き
同
事
務
次
官
事
務
代
理
を
命
ず
る

第
一
四
五
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
四
四
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
四
三
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

事

項



省

圷年
園 ↓

法 務 省 /’
一一一

〃〃〃

九！－

一
一
少
子
化
社
会
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

〃
一
三
二
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
設
立
委
員
に

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
設
立
委
員
に

月
五〃

ｆ

Ｔ

Ｉ

‐

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

０
１
１
９
ｒ
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
８
１
１
０
１
１
１
０
■
Ｉ
ｌ
Ｏ
Ｐ
ｄ
ユ
■
・

・
四
日

b

二

九
一
一
ハ

日

－

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
設
立
委
員
に
任
命
す
る

任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
海
上
災
害
防
止
セ
ン
タ
ー
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
設
立
委
員
に
任
命
す
る

消
費
者
保
護
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

事

項

一

内

内 :”
可

通’ A“

省閣lI名
！ ：

内 国
土
交
通
省 閣

一

閣
頑
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